
　洪水や高潮など災害の発生が予想されるとき、また一定規模以上の地震が
発生したとき、各種情報の収集・発信基地として、太田川河川事務所内に災
害対策本部が設置されます。
　活動拠点となる災害対策室では、雨量や水位情報、被災情報等を効率的に
収集するとともに、住民の避難に役立つ情報の発信など迅速な災害対応を行
います。
　また、この災害対策室を見渡せる場所にギャラリーを設け、見学者や災害
時のマスメディアの待機室として利用できるようになっています。


